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第４７号議案

固定資産評価員の選任について

次の者を固定資産評価員に選任したいから、地方税法（昭和２５年法律第

２２６号）第４０４条第２項の規定により議会の同意を求める。

記

住 所 白石市福岡深谷字東北２７番地

氏 名 菊 地 正 昭

生年月日 昭和３３年１月１日

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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第４８号議案

人権擁護委員候補者の推薦につき意見を求めることについて

次の者を人権擁護委員として推薦したいので、人権擁護委員法（昭和２４

年法律第１３９号）第６条第３項の規定により議会の意見を求める。

記

住 所 白石市白川小奥字上台１番地３

氏 名 小 野 琢 磨

生年月日 昭和２１年１月２日

住 所 白石市越河字町屋敷８４番地

氏 名 大 槻 忠 一

生年月日 昭和２４年７月２１日

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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第４９号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市市税条例等の一部を改正する条例（専決第１号）

（平成２７年３月３１日専決）

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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白石市市税条例等の一部を改正する条例

（白石市市税条例の一部改正）

第１条 白石市市税条例（昭和３０年白石市条例第７号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第３号中「又は名称」を「（法人にあっては、事務所又は事業所

の所在地、名称及び法人番号（行政手続における特定の個人を識別するた

めの番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２７号。以下「番号法

」という。）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以下同じ。））

（法人番号を有しない者にあっては、事務所又は事業所の所在地及び名称

）」に、同条第４号中「又は名称」を「（法人にあっては、事務所又は事

業所の所在地、名称及び法人番号）」に改める。

第３１条第２項の表第１号オ中「法人税法第２条第１６号」を「法第２

９２条第１項第４号の５」に、「又は同条第１７号の２に規定する連結個

別資本金等の額（保険業法に規定する相互会社にあっては、令第４５条の

３の２に定めるところにより算定した純資産額）」を「をいう。以下この

表及び第４項において同じ。」に、「この表」を「この表及び第４項」に

改め、同条に次の１項を加える。

４ 資本金等の額を有する法人（保険業法に規定する相互会社を除く。）

の資本金等の額が、資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金

の額に満たない場合における第２項の規定の適用については、同項の表

中「資本金等の額が」とあるのは、「資本金の額及び資本準備金の額の

合算額又は出資金の額が」とする。

第３２条第２項中「算定する。」の次に「ただし、同法第６０条の２か

ら第６０条の４までの規定の例によらないものとする。」を加える。

第３５条の２第８項中「寮等の所在」の次に「、法人番号」を加える。

第３５条の３の３第４項中「第２０３条の５第４項」を「第２０３条の

５第５項」に改める。

第４７条第６項中「第２条第１２号の７の３」を「第２条第１２号の７

」に改める。

第４９条第３項中「第２条第１２号の７の２」を「第２条第１２号の６
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の７」に改める。

第５０条第２項中第２号を第３号とし、第１号を第２号とし、同号の前

に次の１号を加える。

(1) 納税義務者の氏名又は名称、住所若しくは居所又は事務所若しくは

事業所の所在地及び個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番

号をいう。）又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあ

っては、住所及び氏名又は名称）

第５６条及び第５８条中「第１０号の９」を「第１０号の１０」に改め

る。

第６２条の２第１項第１号中「及び氏名」を「、氏名又は名称及び個人

番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号をいい、当該書類を提出す

る者の同項に規定する個人番号に限る。以下固定資産税について同じ。）

又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び

氏名又は名称）」に改める。

第６２条の３第１項第１号及び第２項第１号中「及び氏名」を「、氏名

又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。

第７１条第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び

個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、

住所及び氏名又は名称）」に改める。

第７４条第１項第１号及び第７４条の２第１項第１号中「及び氏名又は

名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人

番号を有しない者にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。

第８９条第２項第２号中「氏名若しくは名称」を「事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（番号法第２条第５項に規定する

個人番号をいう。以下この号及び次条において同じ。）又は法人番号（個

人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事

業所の所在地及び氏名又は名称）」に改める。

第９０条第２項第１号中「及び住所」を「、住所及び個人番号（個人番

号を有しない者にあっては、氏名及び住所）」に改める。
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第１３７条の３第２項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名

称及び個人番号（番号法第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下こ

の号において同じ。）又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者

にあっては、住所及び氏名又は名称）」に改める。

第１４７条第１号中「及び氏名又は名称」を「又は事務所若しくは事業

所の所在地、氏名又は名称及び個人番号（番号法第２条第５項に規定する

個人番号をいう。）又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者に

あっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称）」

に改める。

第１４９条第２項中「又は第２８項」を「、第２８項又は第３０項から

第３３項まで」に改める。

附則第５条第１項中「第１４５条第１項」を「第１４４条の８」に改め

る。

附則第７条の３の２第１項中「平成３９年度」を「平成４１年度」に、

「平成２９年」を「平成３１年」に改める。

附則第９条の前に見出しとして「（個人の市民税の寄附金控除額に係る

申告の特例等）」を付し、同条を次のように改める。

第９条 法附則第７条第８項に規定する申告特例対象寄附者（次項におい

て「申告特例対象寄附者」という。）は、当分の間、第３３条の６第１

項及び第２項の規定によって控除すべき金額の控除を受けようとする場

合には、第３５条の２第４項の規定による申告書の提出（第３５条の３

の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第２条

第１項第３７号に規定する確定申告書の提出を含む。）に代えて、法第

３１４条の７第１項第１号に掲げる寄附金（以下この項及び次条におい

て「地方団体に対する寄附金」という。）を支出する際、法附則第７条

第８項から第１０項までに規定するところにより、地方団体に対する寄

附金を受領する地方団体の長に対し、同条第８項に規定する申告特例通

知書（以下この条において「申告特例通知書」という。）を送付するこ

とを求めることができる。

２ 前項の規定による申告特例通知書の送付の求め（以下この条において
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「申告特例の求め」という。）を行った申告特例対象寄附者は、当該申

告特例の求めを行った日から賦課期日までの間に法附則第７条第１０項

第１号に掲げる事項に変更があったときは、同条第９項に規定する申告

特例対象年（次項において「申告特例対象年」という。）の翌年の１月

１０日までに、当該申告特例の求めを行った地方団体の長に対し、施行

規則で定めるところにより、当該変更があった事項その他施行規則で定

める事項を届け出なければならない。

３ 申告特例の求めを受けた地方団体の長は、申告特例対象年の翌年の１

月３１日までに、法附則第７条第１０項の規定により申請書に記載され

た当該申告特例の求めを行った者の住所（同条第１１項の規定により住

所の変更の届出があったときは、当該変更後の住所）の所在地の市町村

長に対し、施行規則で定めるところにより、申告特例通知書を送付しな

ければならない。

４ 申告特例の求めを行った者が、法附則第７条第１３項各号のいずれか

に該当する場合において、同項前段の規定の適用を受けるときは、前項

の規定による申告特例通知書の送付を受けた場合は、当該申告特例の求

めを行った者に対し、その旨の通知その他の必要な措置を講ずるものと

する。

附則第９条の次に次の１条を加える。

第９条の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に地方団体に対する

寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第３項の規定によ

る申告特例通知書の送付があった場合（法附則第７条第１３項の規定に

よりなかったものとみなされる場合を除く。）においては、法附則第７

条の２第４項に規定するところにより控除すべき額を、第３３条の６第

１項及び第２項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものと

する。

附則第１０条の２第１項から第５項までの規定中「規定する市町村の条

例」を「規定する条例」に改め、 附則第１０条の２第８項中「附則第１

５条第３８項」を「附則第１５条第４０項」に、「規定する市町村の条例

」を「規定する条例」に改め、同項を同条第１１項とし、同条第７項中「
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附則第１５条第３７項」を「附則第１５条第３９項」に、「規定する市町

村の条例」を「規定する条例」に改め、同項を同条第１０項とし、同条第

６項中「附則第１５条第３４項」を「附則第１５条第３６項」に、「規定

する市町村の条例」を「規定する条例」に改め、同項を同条第９項とし、

同条第５項の次に次の３項を加える。

６ 法附則第１５条第１８項に規定する条例で定める割合は５分の３（都

市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第２条第５項に規定する

特定都市再生緊急整備地域における法附則第１５条第１８項に規定する

条例で定める割合は２分の１）とする。

７ 法附則第１５条第３０項に規定する条例で定める割合は２分の１とす

る。

８ 法附則第１５条第３１項に規定する条例で定める割合は２分の１とす

る。

附則第１０条の２に次の１項を加える。

１２ 法附則第１５条の８第４項に規定する条例で定める割合は３分の２

とする。

附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項第１号、第４項

第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、第８項第１号及び

第９項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称及び個人番号又

は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所及び氏

名又は名称）」に改める。

附則第１１条の見出し中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平

成２７年度から平成２９年度まで」に改める。

附則第１１条の２の見出し中「平成２５年度又は平成２６年度」を「平

成２８年度又は平成２９年度」に改め、同条第１項中「平成２５年度分又

は平成２６年度分」を「平成２８年度分又は平成２９年度分」に改め、同

条第２項中「平成２５年度適用土地」を「平成２８年度適用土地」に、「

平成２５年度類似適用土地」を「平成２８年度類似適用土地」に、「平成

２６年度分」を「平成２９年度分」に改める。

附則第１２条（見出しを含む。）及び第１３条（見出しを含む。）中「
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平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度

まで」に改める。

附則第１５条第１項中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成

２７年度から平成２９年度まで」に改め、同条第２項中「平成２７年３月

３１日」を「平成３０年３月３１日」に改める。

附則第１６条を次のように改める。

（軽自動車税の税率の特例）

第１６条 法附則第３０条第１項第１号及び第２号に規定する３輪以上の

軽自動車に対する第８１条の規定の適用については、当該軽自動車が平

成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初めて道路運送

車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定（次項及び第３

項において「初回車両番号指定」という。）を受けた場合において、平

成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第８１条第２号ア ３，９００円 １，０００円

６，９００円 １，８００円

１０，８００円 ２，７００円

３，８００円 １，０００円

５，０００円 １，３００円

２ 法附則第３０条第２項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動

車（ガソリンを内燃機関の燃料として用いるものに限る。次項において

同じ。）に対する第８１条の規定の適用については、当該軽自動車が平

成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの間に初回車両番号指

定を受けた場合において、平成２８年度分の軽自動車税に限り、次の表

の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄

に掲げる字句とする。

第８１条第２号ア ３，９００円 ２，０００円

６，９００円 ３，５００円
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１０，８００円 ５，４００円

３，８００円 １，９００円

５，０００円 ２，５００円

３ 法附則第３０条第３項第１号及び第２号に規定する３輪以上の軽自動

車（前項の規定の適用を受けるものを除く。）に対する第８１条の規定

の適用については、当該軽自動車が平成２７年４月１日から平成２８年

３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合において、平成２

８年度分の軽自動車税に限り、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄

に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第８１条第２号ア ３，９００円 ３，０００円

６，９００円 ５，２００円

１０，８００円 ８，１００円

３，８００円 ２，９００円

５，０００円 ３，８００円

附則第１６条の２を次のように改める。

第１６条の２ 削除

附則第２２条第１項第１号中「及び氏名又は名称」を「、氏名又は名称

及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を有しない者にあって

は、住所及び氏名又は名称）」に改め、同条第３項第１号中「及び氏名」

を「、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあつては、住所及び氏名）」に改める。

附則第３５条を附則第３６条とし、附則第３４条を附則第３５条とし、

附則第３３条中「第１１項、第１５項から第２２項まで、第２４項、第２

６項、第３０項、第３４項、第３５項若しくは第４０項」を「第１３項、

第１７項から第２４項まで、第２６項、第２８項、第３２項、第３６項、

第３７項若しくは第４２項」に、「第３７項」を「第３０項から第３３項

」に改め、同条を附則第３４条とする。

附則第３２条中「附則第２４条及び第２６条」を「附則第２５条及び第

２７条」に、「附則第２４条及び第２７条」を「附則第２５条及び第２８
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条」に、「附則第２５条、第２７条及び第２８条」を「附則第２６条、第

２８条及び第２９条」に、「附則第２７条から第２９条の」を「附則第２

８条から第３０条まで」に、「附則第２９条」を「附則第３０条」に、「

附則第３０条」を「附則第３１条」に改め、同条を附則第３３条とする。

附則第３１条中「附則第２９条」を「附則第３０条」に改め、同条を附

則第３２条とする。

附則第３０条の前の見出しを削り、同条を附則第３１条とし、同条の前

に見出しとして「（市街化区域農地に対して課する都市計画税の課税の特

例）」を付する。

第２９条（見出しを含む。）中「平成２４年度から平成２６年度まで」

を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同条を附則第３０条と

する。

附則第２８条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年

度から平成２９年度まで」に、「附則第２４条」を「附則第２５条」に改

め、同条を附則第２９条とする。

附則第２７条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年

度から平成２９年度まで」に、「附則第２４条」を「附則第２５条」に改

め、同条を附則第２８条とする。

附則第２６条中、「附則第２４条」を「附則第２５条」に、「平成２４

年度から平成２６年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に

改め、同条を附則第２７条とする。

附則第２５条中「平成２４年度から平成２６年度まで」を「平成２７年

度から平成２９年度まで」に改め、同条を附則第２６条とする。

附則第２４条の前の見出しを削り、同条中「平成２４年度から平成２６

年度まで」を「平成２７年度から平成２９年度まで」に改め、同条を附則

第２５条とし、同条の前に見出しとして「（宅地等に対して課する平成２

７年度から平成２９年度までの各年度分の都市計画税の特例）」を付する

。

附則第２３条（見出しを含む。）中「附則第１５条第３４項」を「附則

第１５条第３６項」に、「規定する市町村の条例」を「規定する条例」に
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改め、同条を附則第２４条とする。

附則第２２条の次に次の１条を加える。

（法附則第１５条第１８項の条例で定める割合）

第２３条 法附則第１５条第１８項に規定する条例で定める割合は５分の

３（都市再生特別措置法第２条第５項に規定する特定都市再生緊急整備

地域における法附則第１５条第１８項に規定する条例で定める割合は２

分の１）とする。

（白石市市税条例等の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 白石市市税条例等の一部を改正する条例（平成２６年白石市条例第

１０号）の一部を次のように改正する。

第１条の改正規定中「法人税法第２条第１２号の１８」を「法第２９２

条第１項第１４号」に改める。

前条中附則第１６条の改正規定を次のように改める。

附則第１６条第３項中「附則第３０条第３項第１号」を「附則第３０

条第５項第１号」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「附則

第３０条第２項第１号」を「附則第３０条第４項第１号」に改め、同項

を同条第３項とし、同条第１項中「附則第３０条第１項第１号」を「附

則第３０条第３項第１号」に、「初めて道路運送車両法第６０条第１項

後段の規定による車両番号の指定（次項及び第３項において「初回車両

番号指定」という。）」を「初回車両番号指定」に改め、同項を同条第

２項とし、同項の前に次の１項を加える。

法附則第３０条第１項に規定する３輪以上の軽自動車に対する当該

軽自動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車

両番号の指定（以下この条において「初回車両番号指定」という。）

を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度

分の軽自動車税に係る第８１条の規定の適用については、当分の間、

次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。

第８１条第２号ア ３，９００円 ４，６００円
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６，９００円 ８，２００円

１０，８００円 １２，９００円

３，８００円 ４，５００円

５，０００円 ６，０００円

附則第１条第３号中「第８１条の改正規定」を「第８１条第２号アの改

正規定（「３，６００円」に係る部分を除く。）」に、「第４条」を「附

則第４条第１項」に改め、同条第４号中「第５１条及び」を「第５１条第

１項及び」に改め、次に「第８１条第１号の改正規定、同条第２号アの改

正規定（「３，６００円」に係る部分に限る。）並びに同条の第３号の改

正規定並びに」を加え、「第５条」を「附則第４条第２項、第５条」に改

める。

附則第４条中「第８１条」を「第８１条第２号ア（「３，６００円」に

係る部分を除く。）」に改め、同条に次の１項を加える。

２ 新条例第８１条第１号、第２号（「３，６００円」に係る部分に限る

。）及び第３号の規定は、平成２８年度以後の年度分の軽自動車税につ

いて適用し、平成２７年度分までの軽自動車税については、なお従前の

例による。

附則第６条の表中「附則第１６条」を「附則第１６条第１項」に、「白

石市市税条例」を「白石市市税条例等」に改める。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。ただし、次の各号

に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第２条中白石市市税条例等の一部を改正する条例附則第１条第３号及

び第４号並びに第４条の改正規定 公布の日

(2) 第１条中白石市市税条例第３２条第２項及び第３５条の３の３第４項

の改正規定並びに附則第２条第２項の規定 平成２８年１月１日

(3) 第１条中白石市市税条例第２３条第２項及び第３項の改正規定並びに

附則第３条第１項及び第１６条の２の改正規定並びに附則第２条第７項

- 13 -



及び第５条の規定 平成２８年４月１日

(4) 第１条中白石市市税条例第２条第３号及び第４号、第３５条の２第８

項、第５０条第２項各号、第６２条の２第１項第１号、第６２条の３第

１項第１号及び第２項第１号、第７１条第２項第１号、第７４条第１項

第１号、第７４条の２第１項第１号、第８９条第２項第２号、第９０条

第２項第１号、第１３７条の３第２項第１号並びに第１４７条第１号の

改正規定並びに附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、第３項

第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１号、

第８項第１号及び第９項第１号並びに第２２条第１項第１号及び第３項

第１号の改正規定並びに附則第２条第３項及び第８項、第３条第２項、

第４条第１項、第６条及び第７条の規定 番号法附則第１条第４号に掲

げる規定の施行の日

（市民税に関する経過措置）

第２条 別段の定めがあるものを除き、前条の規定による改正後の白石市市

税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の市民税に関する部分は、

平成２７年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２６年度

分までの個人の市民税については、なお従前の例による。

２ 新条例第３２条第２項の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市

民税について適用し、平成２７年度分までの個人の市民税については、な

お従前の例による。

３ 新条例第５０条第２項第１号の規定は、附則第１条第４号に掲げる規定

の施行の日以後に提出する申請書について適用する。

４ 新条例附則第９条の規定は、市民税の所得割の納税義務者が施行日以後

に支出する新条例附則第９条第１項に規定する地方団体に対する寄附金に

ついて適用する。

５ 新条例附則第９条の２の規定は、平成２８年度以後の年度分の個人の市

民税について適用する。

６ 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部

分は、この条例の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び

同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日
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前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年

度分の法人の市民税については、なお従前の例による。

７ 新条例第２３条第２項の規定は、附則第１条第３号に掲げる規定の施行

の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連

結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度

分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民税に

ついては、なお従前の例による。

８ 新条例第３５条の２第８項の規定は、附則第１条第４号に掲げる規定の

施行の日以後に行われる新条例第３５条の２第８項の規定による申告につ

いて適用し、同日前に行われる旧条例第３５条の２第８項の規定による申

告については、なお従前の例による。

（固定資産税に関する経過措置）

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する

部分は、平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２

６年度分までの固定資産税については、なお従前の例による。

２ 新条例第６２条の２第１項第１号、第６２条の３第１項第１号及び第２

項第１号、第７１条第２項第１号、第７４条第１項第１号並びに第７４条

の２第１項第１号並びに附則第１０条の３第１項第１号、第２項第１号、

第３項第１号、第４項第１号、第５項第１号、第６項第１号、第７項第１

号、第８項第１号及び第９項第１号並びに第２２条第１項第１号及び第３

項第１号の規定は、附則第１条第４号に掲げる規定の施行の日以後に提出

する新条例第６２条の２第１項並びに第６２条の３第１項及び第２項並び

に附則第２２条第３項に規定する申出書、新条例第７１条第２項に規定す

る申請書又は新条例第７４条第１項及び第７４条の２第１項並びに附則第

１０条の３各項及び第２２条第１項に規定する申告書について適用し、同

日前に提出したこの条例による改正前の白石市市税条例（以下「旧条例」

という。）第６２条の２第１項並びに第６２条の３第１項及び第２項並び

に附則第２２条第３項に規定する申出書、旧条例第７１条第２項に規定す

る申請書又は旧条例第７４条第１項及び第７４条の２第１項並びに附則第

１０条の３各項及び第２２条第１項に規定する申告書については、なお従
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前の例による。

３ 新条例附則第１０条の２第６項の規定は、平成２７年４月１日以後に取

得される平成２７年改正法第１条の規定による改正後の地方税法 昭和２(

５年法律第２２６号。以下「新法」という。 附則第１５条第１８項に規)

定する家屋及び償却資産に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固

定資産税について適用する。

４ 新条例附則第１０条の２第７項の規定は、平成２７年４月１日以後に取

得される新法附則第１５条第３０項に規定する管理協定に係る同項に規定

する協定避難家屋（協定避難用部分に限る。）に対して課すべき平成２８

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。

５ 新条例附則第１０条の２第８項の規定は、平成２７年４月１日以後に取

得される新法附則第１５条第３１項に規定する管理協定に係る同項に規定

する償却資産に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定資産税に

ついて適用する。

６ 新条例附則第１０条の２第１２項の規定は、平成２７年４月１日以後に

新築される新法附則第１５条の８第４項に規定するサービス付き高齢者向

け住宅である貸家住宅に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の固定

資産税について適用する。

（軽自動車税に関する経過措置）

第４条 条例第８９条第２項第２号及び第９０条第２項第１号の規定は、附

則第１条第４号に掲げる規定の施行の日以後に提出する新条例８９条第２

項並びに第９０条第２項及び第３項に規定する申請書について適用し、同

日前に提出した旧条例第８９条第２項並びに第９０条第２項及び第３項に

規定する申請書については、なお従前の例による。

２ 新条例附則第１６条の規定は、平成２８年度分の軽自動車税について適

用する。

（市たばこ税に関する経過措置）

第５条 別段の定めがあるものを除き、附則第１条第３号に掲げる規定の施

行の日前に課した、又は課すべきであった旧条例附則第１６条の２に規定

する喫煙用の紙巻たばこ（以下この条において「紙巻たばこ３級品」とい

う。）に係る市たばこ税については、なお従前の例による。
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２ 次の各号に掲げる期間内に、地方税法第４６５条第１項に規定する売渡

し又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ

３級品に係る市たばこ税の税率は、新条例第９５条の規定にかかわらず、

当該各号に定める税率とする。

(1) 平成２８年４月１日から平成２９年３月３１日まで １，０００本に

つき２，９２５円

(2) 平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで １，０００本に

つき３，３５５円

(3) 平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日まで １，０００本に

つき４，０００円

３ 前項の規定の適用がある場合における新条例第９８条第１項から第４項

までの規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に

掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする

第９８条第１項 第３４号の２様式 地方税法施行規則の一部を改正

する省令（平成２７年総務省令

第３８号）第１条の規定による

改正前の地方税法施行規則（以

下この節において「平成２７年

改正前の地方税法施行規則」と

いう。）第４８号の５様式

第９８条第２項 第３４号の２の２様 平成２７年改正前の地方税法施

式 行規則第４８号の６様式

第９８条第３項 第３４号の２の６様 平成２７年改正前の地方税法施

式 行規則第４８号の９様式

第９８条第４項 第３４号の２様式又 平成２７年改正前の地方税法施

は第３４号の２の２ 行規則第４８号の５様式又は第

様式 ４８号の６様式

４ 平成２８年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等（同法第４６９条第１項第

１号及び第２号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。）が
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行われた紙巻たばこ３級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等（

新条例第９２条第１項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条にお

いて同じ。）又は小売販売業者がある場合において、これらの者が所得税

法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第９号。以下「所得税法等改

正法」という。）附則第５２条第１項の規定により製造たばこの製造者と

して当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から

移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなる

ときは、これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ３級品（これ

らの者が卸売販売業者等である場合には市の区域内に所在する貯蔵場所、

これらの者が小売販売業者である場合には市の区域内に所在する当該紙巻

たばこ３級品を直接管理する営業所において所持されるものに限る。）を

同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして、市たばこ税を課する。

この場合における市たばこ税の課税標準は、当該売り渡したものとみなさ

れる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たばこ税の税率は、１，０００

本につき４３０円とする。

５ 前項に規定する者は、同項に規定する貯蔵場所又は営業所ごとに、平成

２７年改正法附則第２０条第４項に規定する申告書を平成２８年５月２日

までに市長に提出しなければならない。

６ 前項の規定による申告書を提出した者は、平成２８年９月３０日までに

、その申告に係る税金を地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号

。以下「施行規則」という。）第３４号の２の５様式による納付書によっ

て納付しなければならない。

７ 第４項の規定により市たばこ税を課する場合においては、同項から前項

までに規定するもののほか、新条例第１９条、第９８条第４項及び第５項

、第１００条の２並びに第１０１条の規定を適用する。この場合において

、次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それ

ぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第１９条 第９８条第１項若し 白石市市税条例等の一部を改正

くは第２項、 する条例（平成２７年白石市条

例第３０号。以下この条及び第
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２章第４節において「平成２７

年改正条例」という。）附則第

５条第６項、

第１９条第２号 第９８条第１項若し 平成２７年改正条例附則第５条

くは第２項 第５項

第１９条第３号 第４７条第１項の申 平成２７年改正条例附則第５条

告書（法第３２１条 第６項の納期限

の８第２２項及び第

２３項の申告書を除

く。）第９８条第１

項若しくは第２項の

申告書又は第１３７

条第１項の申告書で

その提出期限

第９８条第４項 施行規則第３４条の 平成２７年改正法附則第２０条

２様式又は第３４号 第４項の規定

の２の２様式

第９８条第５項 第１項又は第２項 平成２７年改正条例附則第５条

第６項

第１００条の２ 第９８条第１項又は 平成２７年改正条例附則第５条

第２項 第５項

当該各項 同項

第１０１条第２ 第９８条第１項又は 平成２７年改正条例附則第５条

項 第２項 第６項

８ 卸売販売業者等が、販売契約の解除その他やむを得ない理由により、市

の区域内に小売販売業者の営業所の所在する小売販売業者に売り渡した紙

巻たばこ３級品のうち、第４項の規定により市たばこ税を課された、又は

課されるべきものの返還を受けた場合には、当該市たばこ税に相当する金

額を、新条例第９９条の規定に準じて、同条の規定による当該紙巻たばこ

３級品につき納付された、又は納付されるべき市たばこ税額に相当する金
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額に係る控除又は還付に併せて、当該卸売販売業者等に係る市たばこ税額

から控除し、又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において、当

該卸売販売業者等が新条例第９８条第１項から第３項までの規定により市

長に提出すべき申告書には、当該返還に係る紙巻たばこ３級品の品目ごと

の本数についての明細を記載した施行規則第１６号の５様式による書類を

添付しなければならない。

９ 平成２９年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し又

は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３級

品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場

合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第８項の規定に

より製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれらの者

の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたば

こ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等として当

該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市の区

域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には市の

区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所において所

持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなし

て、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は、当

該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市たば

こ税の税率は、１，０００本につき４３０円とする。

１０ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課す

る場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。

第５項 前項 第９項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項において

準用する同条第４項

平成２８年５月２日 平成２９年５月１日

第６項 平成２８年９月３０ 平成２９年１０月２日

日
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第７項の表以外 第４項 第９項

の部分 から 、第５項及び

第７項の表第１ 附則第５条第６項 附則第５条第１０項において準

９条の項 用する同条第６項

第７項の表第１ 附則第５条第５項 附則第５条第１０項において準

９条第２号の項 用する同条第５項

第７項の表第１ 附則第５条第６項 附則第５条第１０項において準

９条第３号の項 用する同条第６項

第７項の表第９ 附則第２０条第４項 附則第２０条第１０項において

８条第４項の項 準用する同条第４項

第７項の表第９ 附則第５条６項 附則第５条第１０項において準

８条第５項の項 用する同条第６項

第７項の表第１ 附則第５条５項 附則第５条第１０項において準

００条の２の項 用する同条第５項

第７項の表第１ 附則第５条６項 附則第５条第１０項において準

０１条第２項の 用する同条第６項

項

第８項 第４項 第９項

１１ 平成３０年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３

級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１０項の規

定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれら

の者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により

たばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等とし

て当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には

市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみ

なして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は
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、 当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該

市たばこ税の税率は、１，０００本につき６４５円とする。

１２ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課す

る場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。

第５項 前項 第１１項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項において

準用する同条第４項

平成２８年５月２日 平成３０年５月１日

第６項 平成２８年９月３０ 平成３０年１０月１日

日

第７項の表以外 第４項 第１１項

の部分 から 、第５項及び

第７項の表第１ 附則第５条第６項 附則第５条第１２項において準

９条の項 用する同条第６項

第７項の表第１ 附則第５条第５項 附則第５条第１２項において準

９条第２号の項 用する同条第５項

第７項の表第１ 附則第５条第６項 附則第５条第１２項において準

９条第３号の項 用する同条第６項

第７項の表第９ 附則第２０条第４項 附則第２０条第１２項において

８条第４項の項 準用する同条第４項

第７項の表第９ 附則第５条６項 附則第５条第１２項において準

８条第５項の項 用する同条第６項

第７項の表第１ 附則第５条５項 附則第５条第１２項において準

００条の２の項 用する同条第５項

第７項の表第１ 附則第５条６項 附則第５条第１２項において準

０１条第２項の 用する同条第６項

項

第８項 第４項 第１１項
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１３ 平成３１年４月１日前に地方税法第４６５条第１項に規定する売渡し

又は同条第２項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ３

級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある

場合において、これらの者が所得税法等改正法附則第５２条第１２項の規

定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ３級品を同日にこれら

の者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定により

たばこ税を課されることとなるときは、これらの者が卸売販売業者等とし

て当該紙巻たばこ３級品（これらの者が卸売販売業者等である場合には市

の区域内に所在する貯蔵場所、これらの者が小売販売業者である場合には

市の区域内に所在する当該紙巻たばこ３級品を直接管理する営業所におい

て所持されるものに限る。）を同日に小売販売業者に売り渡したものとみ

なして、市たばこ税を課する。この場合における市たばこ税の課税標準は

、当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ３級品の本数とし、当該市

たばこ税の税率は、１，０００本につき１，２６２円とする。

１４ 第５項から第８項までの規定は、前項の規定により市たばこ税を課す

る場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替

えるものとする。

第５項 前項 第１３項

附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項において

準用する同条第４項

平成２８年５月２日 平成３１年４月３０日

第６項 平成２８年９月３０ 平成３１年９月３０日

日

第７項の表以外 第４項 第１３項

の部分 から 、第５項及び

第７項の表第１ 附則第５条第６項 附則第５条第１４項において準

９条の項 用する同条第６項

第７項の表第１ 附則第５条第５項 附則第５条第１４項において準

９条第２号の項 用する同条第５項
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第７項の表第１ 附則第５条第６項 附則第５条第１４項において準

９条第３号の項 用する同条第６項

第７項の表第９ 附則第２０条第４項 附則第２０条第１４項において

８条第４項の項 準用する同条第４項

第７項の表第９ 附則第５条６項 附則第５条第１４項において準

８条第５項の項 用する同条第６項

第７項の表第１ 附則第５条５項 附則第５条第１４項において準

００条の２の項 用する同条第５項

第７項の表第１ 附則第５条６項 附則第５条第１４項において準

０１条第２項の 用する同条第６項

項

第８項 第４項 第１３項

（特別土地保有税に関する経過措置）

第６条 新条例第１３７条の３第２項第１号の規定は、附則第１条第４号に

掲げる規定の施行の日以後に提出する同項に規定する申請書について適用

し、同日前に提出した旧条例第百１３７条の３第２項に規定する申請書に

ついては、なお従前の例による。

（入湯税に関する経過措置）

第７条 新条例第１４７条の規定は、附則第１条第４号に掲げる規定の施行

の日以後に行われる新条例第１４７条の規定による申告について適用し、

同日前に行われた旧条例第１４７条の規定による申告については、なお従

前の例による。

（都市計画税に関する経過措置）

第８条 新条例第１４９条の規定は、平成２７年度以後の年度分の都市計画

税について適用し、平成２６年度分までの都市計画税については、なお従

前の例による。

２ 新条例附則第２３条の規定は、平成２７年４月１日以後に取得される地

方税法等の一部を改正する法律（平成２７年法律第２号）第１条の規定に

よる改正後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）附則第１５条第１８

項に規定する家屋に対して課すべき平成２８年度以後の年度分の都市計画
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税について適用する。
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第５０号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例（専決第２号）

（平成２７年３月３１日専決）

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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白石市国民健康保険税条例等の一部を改正する条例

（白石市国民健康保険税条例の一部改正）

第１条 白石市国民健康保険税条例（昭和３０年白石市条例第１０号）の一

部を次のように改正する。

第２条第２項ただし書中「５１万円」を「５２万円」に改め、同条第３

項ただし書中「１６万円」を「１７万円」に改め、同条第４項ただし書中

「１４万円」を「１６万円」に改める。

第２３条第１項中「５１万円」を「５２万円」に、「１６万円」を「１

７万円」に、「１４万円」を「１６万円」に改め、同項第２号中「２４万

５，０００円」を「２６万円」に改め、同項第３号中「４５万円」を「４

７万円」に改める。

附則第４項中「「若しくは山林所得金額又は法附則第３４条第４項に規

定する長期譲渡所得の金額」」の次に「と、第２３条中「及び山林所得金

額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３４条第４項に規定す

る長期譲渡所得の金額」」を加える。

（白石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の一部改正）

第２条 白石市国民健康保険税条例の一部を改正する条例（平成２５年白石

市条例第３２号）の一部を次のように改正する。

附則第６項の改正規定中「「一般株式等」に改める。」を「「一般株式

等」に改め、「若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の２第６項に規

定する株式等に係る譲渡所得等の金額」の次に「と、第２３条中「及び山

林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３５条の２第

５項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」」を加える。」に改

める。

附則第８項及び第９項を削り、附則第１０項を附則第８項とする改正規

定中「、附則第１０項を附則第８項とする。」を「、附則第１０項中「「

若しくは山林所得金額又は法附則第３５条の４第４項に規定する先物取引

に係る雑所得等の金額」の次に「と、第２３条中「及び山林所得金額」と

あるのは「及び山林所得金額並びに法附則３５条の４第４項に規定する先

物取引に係る雑所得等の金額」」を加え、附則第８項とする。」に改める
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。

附則第１１項を削り、附則第１２項を附則第９項とし、附則第１３項を

附則第１０項とする改正規定中「附則第１２項を附則第９項とし」を「附

則第１２項中「「若しくは山林所得金額又は法附則第３３条の３第５項に

規定する土地等に係る事業所得等の金額」」の次に「と、第２３条中「及

び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第３３条の

３第５項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」」を加え、附則第９

項とし」に改め、「、附則第１３項を附則第１０項とする。」を「、附則

第１３項中「「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第３条の

２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」」の次に「と、第２３条

中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等

実施特例法第３条の２の２第１０項に規定する条約適用利子等の額」」を

加え、附則第１０項とする。」に改める。

附則第１４項を改め、同項を附則第１１項とし、附則第１５項を附則第

１２項とし、附則第１６項を削る改正規定中「「利子所得、配当所得及び

雑所得」に改め、」の次に「同項中「「若しくは山林所得金額又は租税条

約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条約適用配当等の額」

」の次に「と、第２３条中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所

得金額並びに租税条約等実施特例法第３条の２の２第１２項に規定する条

約適用配当等の額」」を加え、」を加える。

附則第１条を次のように改める。

第１条 この条例は、平成２９年１月１日から施行する。ただし、附則第

１４項の改正規定（「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」

に改める部分に限る。）は、平成２８年１月１日から施行する。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、平成２７年４月１日から施行する。

（適用区分）

第２条 改正後の白石市国民健康保険税条例の規定は、平成２７年度以後の

年度分の国民健康保険税について適用し、平成２６年度分までの国民健康
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保険税については、なお従前の例による。
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第５１号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例（専決第３号）

（平成２７年３月３１日専決）

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する

基準等を定める条例の一部を改正する条例

白石市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準

等を定める条例（平成２５年白石市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。

目次中「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居宅

介護」に改める。

第７条第２項ただし書中「又は指定介護予防サービス等の事業の人員、設

備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定介

護予防サービス等基準」という。）第５条第２項のサービス提供責任者」を

削り、同条第５項中「指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所」の次

に「の同一敷地内」を加え、「併設されている」を「ある」に改め、同項第

５号中「第８３条第６項第１号」を「第８３条第６項」に改め、同項第６号

中「第８３条第６項第２号」を「第８３条第６項」に改め、同項第７号中「

第８３条第６項第３号」を「第８３条第６項」に改め、同項第８号中「指定

複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改める。

第２４条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて

」を「行い」に改める。

第３３条第２項ただし書中「又は指定夜間対応型訪問介護事業所」を「、

指定夜間対応型訪問介護事業所又は指定訪問看護事業所」に改め、「定期巡

回サービス、随時対応サービス又は随時訪問サービス」を「定期巡回・随時

対応型訪問介護看護」に改める。

第４６条中「営むことができるよう」の次に「生活機能の維持又は向上を

目指し」を加える。

第６４条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を

第５項とし、第３項の次に次の１項を加える。

４ 前項ただし書きの場合（単独型・併設型指定認知症対応型通所介護事業

者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型指定認

知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る。）には、当該
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サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届け出るものとす

る。

第６６条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を

「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住

居（法第８条第１９項又は同条の２第１５項に規定する共同生活を営むべき

住居をいう。）ごとに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」の次

に「においては施設」を加え、同条第２項中「（法第５４条の２第１項に規

定する指定地域密着型介護予防サービスをいう。」の次に「以下同じ。」を

加え、「介護保険施設」の次に「（法第８条第２４項に規定する介護保険施

設をいう。以下同じ。）」を加える。

第７９条の次に次の１条を加える。

（事故発生時の対応）

第７９条の２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認

知症対応型通所介護の提供により事故が発生した場合は、市町村、当該利

用者の家族、当該利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じなければならない。

２ 指定認知症対応型通所介護事業者は、前項の事故の状況及び事故に際し

て採った処置について記録しなければならない。

３ 指定認知症対応型通所介護事業者は、利用者に対する指定認知症対応型

通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速や

かに行わなければならない。

４ 指定認知症対応型通所介護事業者は、第６４条第４項の単独型・併設型

指定認知症対応型通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場

合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなければならな

い。

第８０条第２項第５号中「次条において準用する第４１条第２項」を「前

条第２項」に改める。

第８１条中「、第４１条」を削る。

第８３条第６項を次のように改める。

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準

を満たす小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄に掲げる
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施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、同表の右

欄に掲げる当該小規模多機能型居宅介護従業者は、同表の中欄に掲げる施

設等の職務に従事することができる。

当該指定小規模多機能型 指定認知症対応型共同生活介護事 介護職員

居宅介護事業所に中欄に 業所、指定地域密着型特定施設、

掲げる施設等のいずれか 指定地域密着型介護老人福祉施設

が併設されている場合 又は指定介護療養型医療施設（医

療法（昭和２３年法律第２０５号

）第７条第２項第４号に規定する

療養病床を有する診療所であるも

のに限る。）

当該指定小規模多機能型 前項中欄に掲げる施設等、指定居 看護師又は

居宅介護事業所の同一敷 宅サービスの事業を行う事業所、 准看護師

地内に中欄に掲げる施設 指定定期巡回・随時対応型訪問介

等のいずれかがある場合 護看護事業所、指定認知症対応型

通所介護事業所、指定介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設

第８３条第７項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護」に改め、同条第８項中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型

居宅介護」に改め、第８３条１０項ただし書中「第６項各号」を「第６項の

表の当該指定小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれ

かが併設されている場合の項の中欄」に改める。

第８４条第１項ただし書中「第６項各号」を「第６項の表の当該指定小規

模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されてい

る場合の項の中欄」に、「若しくは」を「、」に改め、「職務を含む。）」

の次に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活

支援総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）

」を加え、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」の次に「（第１９４

条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ。）」を

加える。
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第８６条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号中「

１５人（」の次に「登録定員が２５人を超える指定小規模多機能居宅介護事

業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、」を加え、

同号に次の表を加える。

登録定員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

第９２条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて

」を「行い」に改める。

第１０７条中「各号」を削る。

第１１１条第４項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改

め、同条第７項ただし書中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護」に改める。

第１１２条第１項ただし書中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模

多機能型居宅介護」に改める。

第１１４条第１項に次のただし書を加える。

ただし、指定認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保が困難

であることその他地域の実情により指定認知症対応型共同生活介護事業所

の効率的運営に必要と認められる場合は、１の事業所における共同生活住

居の数を３とすることができる。

第１２２条中「地域密着型介護予防サービス」を「指定地域密着型介護予

防サービス」に改める。

第１３１条第９項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改

め、同条第１０項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居

宅介護」に改める。
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第１３２条ただし書中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能

型居宅介護」に改める。

第１３６条を次のように改める。

第１３６条 削除

第１４９条第２項第９号を削る。

第１５２条に見出しとして「（従業者の員数）」を付し、同条第４項中「

指定介護老人福祉施設」の次に「、指定地域密着型介護老人福祉施設（サテ

ライト型居住施設である指定地域密着型介護老人福祉施設を除く。第８項第

１号及び第１７項、第１５３条第１項第６号並びに第１８１条第１項第３号

において同じ。）」を加え、同条第８項第１号中「指定介護老人福祉施設」

の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加え、同条第１２項中「

指定介護予防サービス等基準」を「指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的

な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３５号。以下「指定

介護予防サービス等基準」という。）」に改め、同条第１３項中「若しくは

指定介護予防サービス等基準第９７条第１項に規定する指定介護予防通所介

護事業所」を削り、同条第１５項及び第１６項中「指定複合型サービス」を

「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同条に次の１項を加える。

１７ 第１項第１号の医師及び同項第６号の介護支援専門員の数は、サテラ

イト型居住施設の本体施設である指定地域密着型介護老人福祉施設であっ

て、当該サテライト型居住施設に医師又は介護支援専門員を置かない場合

にあっては、指定地域密着型介護老人福祉施設の入所者の数及び当該サテ

ライト型居住施設の入所者の数の合計数を基礎として算出しなければなら

ない。この場合にあって、介護支援専門員の数は、同号の規定にかかわら

ず、１以上（入所者の数が１００又はその端数を増すごとに１を標準とす

る。）とする。

第１５３条第１項第６号ただし書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又

は指定地域密着型介護老人福祉施設」を加える。

第１７７条第２項第６号の次に次の１号を加える。

(7) 次条において準用する第１０６条第２項に規定する報告、評価、要望
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、助言等の記録

第１８１条に見出しとして「（設備）」を付し、同条第１項第３号ただし

書中「指定介護老人福祉施設」の次に「又は指定地域密着型介護老人福祉施

設」を加える。

「第９章 複合型サービス」を「第９章 看護小規模多機能型居宅介護」

に改める。

第１９１条中「（以下「指定複合型サービス」という。）」を「（施行規

則第１７条の１０に規定する看護小規模多機能型居宅介護に限る。以下この

章において指定看護小規模多機能型居宅介護」という。）」に改める。

第１９２条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改

め、同条第３項及び第４項中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居

宅介護」に改め、同条第６項、第７項及び第８項中「指定複合型サービス」

を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に、「複合型サービス」を「看護小

規模多機能型居宅介護」に改め、同条第１０項中「１０ 指定複合型サービ

ス事業者」の次に「（指定地域密着型サービスに該当する複合型サービス（

以下「指定複合型サービス」という。）の事業を行う者をいう。以下同じ。

）」を加え、「、かつ、指定複合型サービス」を「、かつ、指定看護小規模

多機能型居宅介護」に改める。

第１９３条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に改める。

第１９４条見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に改め、同条中「指定複合型サービス事業者の代表者」を「指定

看護小規模多機能型居宅介護事業者の代表者」に改め、「指定複合型サービ

ス事業所」の次に「（指定複合型サービスの事業を行う事業所をいう。）」

を加える。

第１９５第１項中 指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居「

宅介護」に、「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項中「指定複合型サ

ービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介護」に改め、同項第１号中「１

５人」の次に「（登録定員が２５人を超える指定看護小規模多機能型居宅介
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護事業所にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員）」を加

え、同号に次の表を加える。

登録定員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

第１９６条中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護」に改める。

第１９７条見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に改め、同条第１項中「指定複合型サービス」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護」に改め、同条第２項中「指定複合型サービス」を「指

定看護小規模多機能型居宅介護」に、「行うとともに、定期的に外部の者に

よる評価を受けて」を「行い」に改める。

第１９８条見出し中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型

居宅介護」に改め、同条中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護」に、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」

に改める。

第１９９条中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護」に、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改める。

第２００条見出し中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護

」に改め、同条中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅

介護」に、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改める

。

第２０１条及び第２０２条中「複合型サービス」を「看護小規模多機能型

居宅介護」に、「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護」に改める。

第２０３条中「指定複合型サービス」を「指定看護小規模多機能型居宅介

護」に、「複合型サービス」を「看護小規模多機能型居宅介護」に改め、「

各号」を削る。
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附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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第５２号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する

条例（専決第４号）

（平成２７年３月３１日専決）

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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白石市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営

並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果

的な支援の方法に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例

白石市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並び

に指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の

方法に関する基準等を定める条例（平成２５年白石市条例第１３号）の一部

を次のように改正する。

第８条第４項中「前３項」を「第１項から第３項まで」に改め、同項を第

５項とし、第３項の次に次の１項を加える。

４ 前項ただし書の場合（単独型・併設型指定介護予防認知症対応型通所介

護事業者が第１項に掲げる設備を利用し、夜間及び深夜に単独型・併設型

指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービスを提供する場合に限る

。）には、当該サービスの内容を当該サービスの提供の開始前に市長に届

け出るものとする。

第９条第１項中「第２号」及び「第３号」を削る。

第１０条第１項中「、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所」を

「又は指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所においては共同生活住

居（法第８条第１９項又は法第８条の２第１５項に規定する共同生活を営む

べき住居をいう。）ごとに」に改め、「指定地域密着型介護老人福祉施設」

の次に「においては施設」を加え、同条第２項中「第４号」を削る。

第３８条第３項の次に次の１項を加える。

４ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業者は、第７条４項の単独型・併

設型指定介護予防認知症対応型通所介護以外のサービス提供により事故が

発生した場合は、第１項及び第２項の規定に準じた必要な措置を講じなけ

ればならない。

第４５条第６項を次のように改める。

６ 次の表の左欄に掲げる場合において、前各項に定める人員に関する基準

を満たす介護予防小規模多機能型居宅介護従業者を置くほか、同表の中欄

に掲げる施設等の人員に関する基準を満たす従業者を置いているときは、

同表の右欄に掲げる当該介護予防小規模多機能型居宅介護従業者は、同表
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の中欄に掲げる施設等の職務に従事することができる。

当該指定介護予防小規模 指定認知症対応型共同生活介護事 介護職員

多機能型居宅介護事業所 業所、指定地域密着型特定施設、

に中欄に掲げる施設等の 指定地域密着型介護老人福祉施設

いずれかが併設されてい 又は指定介護療養型医療施設（医

る場合 療法（昭和２３年法律第２０５号

）第７条第２項第４号に規定する

療養病床を有する診療所であるも

のに限る。）

当該指定介護予防小規模 前項中欄に掲げる施設等、指定居 看護師又は

多機能型居宅介護事業所 宅サービスの事業を行う事業所、 准看護師

の同一敷地内に中欄に掲 指定定期巡回・随時対応型訪問介

げる施設等のいずれかが 護看護事業所、指定認知症対応型

ある場合 通所介護事業所、指定介護老人福

祉施設又は介護老人保健施設

第４５条第７項中「指定複合型サービス事業者」を「指定看護小規模多機

能型居宅介護事業者」に、「指定複合型サービス事業所」を「指定看護小規

模多機能型居宅介護事業所」に改め、同条第８項中「複合型サービス従業者

」を「看護小規模多機能型居宅介護従業者」に改め、同条第１０項中「法第

８条の２第１８項」を「法第８条の２第１６項」に、同項ただし書中「各号

」を「の表の当該指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所に中欄に掲げ

る施設等のいずれかが併設されている場合の項の中欄」に改める。

第４６条第１項ただし書中「各号」を「の表の当該指定介護予防小規模多

機能型居宅介護事業所に中欄に掲げる施設等のいずれかが併設されている場

合の項の中欄」に、「若しくは」を「、」に改め、「職務を含む。）」の次

に「若しくは法第１１５条の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援

総合事業（同項第１号ニに規定する第１号介護予防支援事業を除く。）」を

加え、同条第３項中「指定複合型サービス事業所」の次に「（白石市指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例
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第１９４条に規定する指定複合型サービス事業所をいう。次条において同じ

。）」を加える。

第４８条第１項中「２５人」を「２９人」に改め、同条第２項第１号を次

のように改める。

(1) 通いサービス 登録定員の２分の１から１５人（登録定員が２５人を

超える指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、登録定

員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定介護予防小規

模多機能型居宅介護事業所にあっては、１２人）まで

登録定員 利用定員

２６人又は２７人 １６人

２８人 １７人

２９人 １８人

第６４条中「各号」を削る。

第６６条中「及び第３２条から第３９条まで」を「、第３２条から第３７

条で、第３８条（第４項を除く。）及び第３９条」に改める。

第６７条第２項中「行うとともに、定期的に外部の者による評価を受けて

」を「行い」に改める。

第７１条中「第１７項」を「第１５項」に改める。

第７５条第１項に次のただし書を加える。

ただし、指定介護予防認知症対応型共同生活介護事業所に係る用地の確保

が困難であることその他地域の実情により指定介護予防認知症対応型共同生

活介護事業所の効率的運営に必要と認められる場合は、１の事業所における

共同生活住居の数を３とすることができる。

第８７条中「、第３７条から第３９条まで」を「、第３７条、第３８条（

第４項を除く。）、第３９条」に改める。

附 則

この条例は、平成２７年４月１日から施行する。
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第５３号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２６年度白石市一般会計補正予算（専決第５号）

（平成２７年３月３１日専決）

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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第５４号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２６年度白石市介護保険特別会計補正予算（専決第６号）

（平成２７年３月３１日専決）

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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第５５号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２６年度白石市下水道事業会計補正予算（専決第７号）

（平成２７年３月３１日専決）

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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第５６号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

白石市介護保険条例の一部を改正する条例（専決第８号）

（平成２７年４月１０日専決）

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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白石市介護保険条例の一部を改正する条例

白石市介護保険条例（平成１２年白石市条例第１４号）の一部を次のよう

に改正する。

第２条第２項中「前項」を「前２項」に改め、同項を第３項とし、第１項

の次に次の１項を加える。

２ 第１項第１号に掲げる第１号被保険者についての保険料の減額賦課に係

る平成２７年度から平成２９年度までの各年度における保険料率は、同号

の規定にかかわらず、２７，５００円とする。

附 則

（施行期日）

第１条 この条例は、公布の日から施行する。

（経過措置）

第２条 改正後の白石市介護保険条例の規定は、平成２７年度分の介護保険

料から適用し、平成２６年度以前の年度分の介護保険料については、適用

しない。
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第５７号議案

専決処分の承認を求めることについて

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規定により、次のと

おり専決処分したので、同条第３項の規定によりこれを報告し、承認を求める。

平成２７年度白石市一般会計補正予算（専決第９号）

（平成２７年４月１５日専決）

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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第５８号議案

平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関する

条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に

関する条例の一部を改正する条例

平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市税の減免に関す

る条例（平成２３年白石市条例第８号）の一部を次のように改正する。

附則に次の２項を加える。

（平成２７年度における国民健康保険税の減免措置の延長）

９ 第１項から第３項まで及び第７項の規定にかかわらず、第４条第３項に

係る者の内、帰還困難区域等及び上位所得層（世帯に属する国民健康保険

の被保険者について、平成２６年の国民健康保険法施行令（昭和３３年政

令第３６２号）第２９条の３第２項に規定する基準所得額を合算した額が

、６００万円を超える世帯。以下次項において同じ。）を除く旧緊急時避

難準備区域等、旧避難指示解除準備区域等の被保険者については、平成２

７年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同

項中「平成２３年度」とあるのは「平成２７年度」と、第５条中「受けよ

うとする者」とあるのは「受けようとする者（平成２３年度から平成２６

年度までの申請済者を除く。）」と、「平成２３年７月３１日」とあるの

は「平成２７年７月３１日」とする。

１０ 第１項から第３項まで及び第８項の規定にかかわらず、第４条第３項

に係る者の内、旧避難指示解除準備区域等の上位所得層の被保険者につい

ては、平成２７年度分についても、この条例の規定を適用する。この場合

において、同項中「平成２３年度国民健康保険税額の全額」とあるのは「

平成２７年度国民健康保険税額の平成２７年４月分から９月分までに相当

する月割算定額」と、第５条中「受けようとする者」とあるのは「受けよ

うとする者（平成２３年度から平成２６年度までの申請済者を除く。）」

と、「平成２３年７月３１日」とあるのは「平成２７年７月３１日」とす

る。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成２３年東日本大震災によ

る災害被害者に対する白石市税の減免に関する条例の規定は、平成２７年４

月１日から適用する。
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第５９号議案

平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減免

に関する条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料

の減免に関する条例の一部を改正する条例

平成２３年東日本大震災による災害被害者に対する白石市介護保険料の減

免に関する条例（平成２３年白石市条例第９号）の一部を次のように改正す

る。

附則に次の２項を加える。

６ 第１項から第４項までの規定にかかわらず、第２条第４項に係る者の内

、帰還困難区域等及び上位所得者（地方税法（昭和２５年法律第２２６号

）第２９２条第１項第１３号に規定する合計所得金額が６３３万円以上で

ある者。以下次項において同じ。）を除く旧緊急時避難準備区域等、旧避

難指示解除準備区域等に住所を有している者については、平成２７年度分

の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合において、同

項中「平成２３年度」とあるのは「平成２７年度」と、第３条中「受けよ

うとする者」とあるのは「受けようとする者（平成２３年度から平成２６

年度までの申請済者を除く。）」と、「平成２３年７月３１日」とあるの

は「平成２７年７月３１日」とする。

７ 第１項から第３項まで及び第５項の規定にかかわらず、第２条第４項に

係る者の内、旧避難指示解除準備区域等の上位所得者については、平成２

７年度分の保険料についても、この条例の規定を適用する。この場合にお

いて、同項中「平成２３年度保険料の全額」とあるのは「平成２７年度保

険料の平成２７年４月分から９月分までの月割相当額」と、第３条中「受

けようとする者」とあるのは「受けようとする者（平成２３年度から平成

２６年度までの申請済者を除く。）」と、「平成２３年７月３１日」とあ

るのは「平成２７年７月３１日」とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、改正後の平成２３年東日本大震災によ

る災害被害者に対する白石市介護保険料の減免に関する条例の規定は、平成

２７年４月１日から適用する。
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第６０号議案

白石市学校給食センター条例の一部を改正する条例

上記の議案を提出する。

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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白石市学校給食センター条例の一部を改正する条例

白石市学校給食センター条例（昭和５８年白石市条例第３号）の一部を次

のように改正する。

第３条の表白石市学校給食センターの項中「福岡長袋字八斗蒔２０番地１

」を「大平中目字北屋敷前７８番地２」に改める。

附 則

この条例は、平成２７年８月１日から施行する。
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第６１号議案

白石市道路線の認定について

上記の議案を提出する。

平成２７年６月１５日

白石市長 風 間 康 静
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白石市道路線の認定について

道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定に基づき、市道

の路線を次のとおり認定する。

記

延 長 敷地の

路線番号 路線名 起 点 終 点 幅 員

（ｍ） （ｍ）

108.3 5.0２０２８６ 大川町２号線 白石市大川町４番 白石市大川町４番

～６地先 ６地先

5.0
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